
 
 

令和７年産米の地域の合理的な単収の設定 

 
「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」に基づき令和７年産米の地域

の合理的な単収を設定し、東北農政局との協議を経て、別紙一覧表のとおり各地域農

業再生協議会に通知した。 
 
１ 地域の合理的な単収の算定の基本的な考え方 

（１）東北農政局が公表している市町村別の水稲の１０アール当たり収量（以下、「市

町村別単収」という。）について、直近７か年（平成３０年産から令和６年産を

基本）中で最大の年産と最小の年産の値を除いた中庸５か年の平均値（以下「７

中５」という。）に「補正係数」を乗じたものを地域の合理的な単収とする。 
                 

地域の合理的な単収 ＝市町村別の水稲 10a 当たり収量の７中５×補正係数 
                      
              令和６年産の作柄表示地帯別の平年収量 
    補正係数 ＝ 
                   市町村別単収の７中５による作柄表示地帯別の平均収量(※)  
 

※作柄表示地帯ごとに、当該地帯に属する市町村の市町村別単収の７中５に、 
東北農政局が公表する令和６年産の当該市町村の水稲作付面積を乗じて得た

収量の合計値を、当該地帯の水稲作付面積の合計値で除して得られる値 
 
（２）東日本大震災等の影響を考慮したデータの使用に関する特例 

平成２３年産以降、水稲作付面積が平成２２年産と比較し３０％以上継続し

て減少している市町村については、「市町村別単収の７中５」に用いる直近７か

年を平成１６年産から平成２２年産とし、補正係数（上記（１））の算出には、

東北農政局が公表した平成２２年産の当該市町村の水稲作付面積を用いる。 

 
２ 今後のすすめ方 

各地域農業再生協議会は、１によらない単収を設定する場合は、県推進会議を通

さず東北農政局と個別に協議し決定する。 
以上 

＜該当＞ 
川俣町、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、飯舘村 
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